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あいち商店街活性化プラン 2025 

 

～「「『暮らし』の、『まち』の、あったらいいな 」 

を実現する商店街への変革を目指して～





 

はは  じじ  めめ  にに  

 

 これまでも商店街は、日常の買い物の場としてだけでなく、地域コミュニテ

ィの中核として地域の安心・安全を支え、伝統や文化を守るなど、重要な役割

を果たしてきました。 

  

しかしながら、経営者の高齢化や後継者難、店舗の老朽化、空き店舗の増加とい

った従来からの課題に加え、2020 年初以来の新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、商店街を取り巻く環境は以前にも増して厳しくなっています。 

 

本県では、2016 年 2 月に策定した「あいち商店街活性化プラン 2016-2020」にお

いて、商機能を強化し、地域コミュニティの担い手としての機能強化を図る商店街

の取組を支援するとともに、商店街活動の担い手不足に悩む商店街が大学や地域住

民等の多様な主体と連携する取組などを後押ししてきました。 

また、2021 年度は、１年の暫定計画「あいち商店街活性化プラン 2021」において、

「あいち商店街活性化プラン 2016-2020」の基本方針を継承しつつ、新型コロナウイ

ルス感染症対応を主眼として、継続的に商店街を支援してきました。 

  

この度、本県では、ウィズコロナ、ポストコロナ時代における新しい生活様式や

社会課題への対応を見据えた「あいち商店街活性化プラン 2025」を策定しました。 

これまでにはない新たな視点として、商店街が中心となり、多様な関係者が目指

すべき街や商店街の未来像を練るための地域プラットフォームの構築を促進します。 

さらに、生活やまちの課題解決や、新たな人材等の就業・創業の場とするための

機能整備を支援していきます。 

 

 今後、本プランに基づき、商店街活性化に向けた取組を着実に推進し、「『暮ら

し』の、『まち』の、あったらいいな」を実現する商店街への変革を後押ししてま

いります。商店街の皆様を始め、大学や NPO、国、市町村、支援機関等の皆様の一層

のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

  

最後になりますが、愛知県商店街活性化プラン策定委員会の委員の皆様を始め、

本プランの策定に当たり、貴重なご意見をいただいた皆様に対し、厚く御礼を申し

上げます。 

 

2022 年 3 月 
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１．あいち商店街活性化プラン 2025 の策定について 

（１）計画策定の趣旨 

○ 本県では、「あいち商店街活性化プラン 2016-2020」が 2020 年度末に終期を

迎えましたが、2020 年初以来の新型コロナウイルス感染症の影響等により、

2021 年度は新型コロナウイルス感染症対応を主眼に置いた 1年の暫定計画「あ

いち商店街活性化プラン 2021」をとりまとめ、継続的な商店街支援を行ってき

ました。 

○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、商店街を取り巻く環境は大変

厳しいものとなっています。新しい生活様式の下、人々のライフスタイルは大

きく変化しており、コロナ禍が収束した後に商店街の賑わいが回復するかどう

か、大変危惧されています。 

○ さらに、人口減少に伴う国内市場の縮小や大型店との競合、ネット通販の普

及により、多くの商店街において来街者が減少しています。経営者の高齢化や

後継者不足による人材難は深刻な問題であり、今後ますます加速していくこと

が予想されます。 

○ こうした中、これからの商店街の在り方や方向性が大きく問われています。

社会経済情勢の変化や新しい生活様式への対応が迫られているほか、地域の多

様なニーズと課題に寄り添える「地域コミュニティの担い手」としての機能を

強化すべきだとの声が高まっています。 

○ 商店街は「商店が集まる街」から「生活を支える街」への変革が求められて

おり、地域社会における重要な拠点として、その存続がかかった重大な岐路に

立たされています。 

○ こうした背景を踏まえ、ウィズコロナ・ポストコロナの視点から商店街の姿、

あり方を展望し、商店街を活性化するための 2025 年度を目標年次とする新た

な計画を策定します。 

 

（２）本プランの位置づけ 

本県の産業労働政策の基本的な方向性と主な施策を示す「あいち経済労働

ビジョン 2021-2025」の個別計画として、「『暮らし』の、『まち』の、あった

らいいな」を実現する商店街への変革を目指し、商店街関係者に対して、本

県の商店街振興の基本的な考え方や具体的な施策などを示すものです。 
 

（３）計画期間 

     2022 年度（令和 4 年度）から 2025 年度（令和 7 年度）までの 4 年間の計

画とします。 
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２．商店街を取り巻く状況 

（１）社会環境の変化 

  ① 新しい生活様式（ポストコロナ）への対応 

    コロナ禍でテレワークやネット通販の利用者の増加など、人々のライフスタ

イルが大きく変化しています。 

 

  ② 消費マインドの変化 

    新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、外出を自粛する動きや在宅勤

務が広がり、自宅で過ごす時間が増えたことで消費者の行動が変わりました。 

    これにより、家庭で調理する内食、ゲームやオンラインイベントといった巣

ごもり消費の需要が増加しています。 

 

  ③ 来街者の減少（テレワーク、外出自粛） 

テレワークの普及などのライフスタイルの変化や外出自粛の影響により、

買い物や回遊する来街者が減少しています。 

 

  ④ 人口減少、少子高齢社会の進展 

2020 年の本県の人口は 7,541,123 人で、1年間で 11,750 人(0.16％)の減少

となりました。これは、1956 年の県調査開始以来、初めての減少であり、今後

も減少し続けることが予想されています。また、人口全体のうち老年人口（65

歳以上）が占める割合は約 25％で、人口の 4 人に 1 人が高齢者となっていま

す。 

 

  ⑤ デジタル化の浸透（ネット販売、キャッシュレス） 

ネット販売の増加やキャッシュレス決済の普及など、デジタル化の浸透が

急速に進んでいます。さらに、新型コロナウイルス感染症の影響によって、非

接触、非対面で買い物を済ますことの価値が高まっており、今後 ICT 活用があ

らゆる場面で進展すると考えられています。 

 

  ⑥ 地域コミュニティの希薄化 

日中、通勤や通学によって地域に不在となる住民が多く、地域の商店街との

関わりが希薄になっています。また、少子化の進行や住民の頻繁な入れ替わり

によって、地域への愛着や帰属意識の低下が問題となっています。 
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（２）商店街の現況 

  ① 経営者の高齢化、後継者難 

    経営者の高齢化が顕著となるなかで、深刻な後継者不足が起こっています。

後継者不足が起こる要因としては、「継がせたいが後継者がいない」場合と、

「後継者がいても継がせる気がない」場合の２つがあります。店主の子息が他

の仕事に就いて後継者がいないケースや、子息などが後を継ぐ意向があっても、

店主が店の経営状況を憂いて、自らの代で廃業するケースなどが考えられます。 

 

  ② 魅力ある個店の減少、店舗の老朽化 

他店にはない魅力を持ち、大型店や複合商業施設等との競合にも負けない

集客力のある店舗が減少しています。そうした中で店舗の売り上げが落ち込み、

改装資金の不足等による店舗の老朽化が進んでいます。 

 

  ③ 商店街活動の担い手不足 

    商店街役員の高齢化や構成員の減少等により、商店街活動の担い手不足が

起きています。これによって商店街の組織力が低下し、イベントの開催や共

同の販売促進など、様々な商店街活動を従来のように行うことが難しくなっ

ているケースが生じています。 

 

  ④ 空き店舗の増加、核店舗の消失 

    人口減少、高齢化等による商圏の縮小や商店街近隣への大型店舗の出店によ

り、空き店舗が増加し続けています。また、後継者不足等の理由により、長年

にわたって商店街を支え続けてきた核店舗が廃業するケースが目立っていま

す。 

 

  ⑤ デジタル化の取組不足 

    世界的に ICT 技術の活用に期待が高まる中、商店街では知識を持った人材と

環境整備に係る資金が不足しており、デジタル化への対応に遅れを取っていま

す。特に店主が高齢である場合、デジタル・リテラシーの低さからデジタル化

の推進に消極的である場合が多く、その意識改革が課題となっています。 

 

  ⑥ 新規出店、開業の伸び悩み 

    空き店舗が増加し、商店街全体の魅力や活力が大きく損なわれているので、

新規出店や開業を希望する事業者を募ることが難しくなっています。 
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３．あいち商店街活性化プラン 2025 の枠組み 

（１）基本的な考え方 

  ①「商店が集まる街」から「生活を支える街」への変革を後押し 

商店街は、比較的アクセスが容易で、買い物や行催事を通じて他者との豊か

なコミュニケーションの場を提供するという強みを有しています。そのような

強みを活かして、商店街は、専ら「商店が集まる街」から、「地域の住民やコミ

ュニティが期待する多様なニーズに応える街」へ地域とコミュニケーションを

取りながら自己変革することが求められており、そうした考え、意向を有する

商店街の取組には重点的に支援する必要があります。 

 

  ② 商店街を中心にした支援の視点に加え、市町村のまちづくりと商店街振興を

一体的に推進 

    2020 年 6 月の国の研究会（地域の持続可能な発展に向けた政策の在り方研

究会）において、商店街が目指す方向性は、地方公共団体及び商店街が中心と

なり、地域が主体的に選択すべきであると提言されており、地域と一体的に取

り組む商店街を重点的に支援することが求められています。 

 

  ③ 補助金を中心にした支援に加え、商店街の実情に応じたきめ細やかなハンズ

オン支援の展開 

    商工会・商工会議所等の支援をはじめ、大学や行政との研究会、連携に関心

のある大学や専門学校との交流会等、産官学連携による伴走支援を行います。 

 

   ④ 個店支援の強化（既存店舗のﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ、新規出店・開業の後押し） 

    商店街では、店主の高齢化・後継者不足による廃業や空き店舗の増加、魅力

ある個店の減少等を背景に厳しい状況が続いているため、魅力ある個店を創出

することによって商店街全体の集客力の向上を図ります。 

 

  ⑤ 「選択と集中」による模範的商店街活動への重点施策 

    厳しい状況が続いている中であっても、自主的かつ意欲的に取り組む商店街

に対して、市町村や支援機関等と連携して集中的に支援していく必要がありま

す。 

 

  ⑥ 個々の商店街の性質（類型）に応じた支援の展開 

    地域の実情は様々であり、それぞれの商店街の置かれた状況に合わせた対応

が必要です。商店街としては、初めに、「現況と課題」をしっかり把握し、ど

の類型に当てはまるのか、どの類型に近いのかを理解したうえで、どのような

形で地域に貢献するのか、地方公共団体と目指すべき方向性を共有し、それに

沿った形で具体的な取組を進めることが必要です。 
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【類型別の課題と対応の方向性】 

 

 

   ○（商業機能）単独型 

需要の集密度が高い地域において、商業機能によって、多くの来街 

者が期待できる商店街 

   ○（地域コミュニティ支援機能との）複合型 

需要の集密度は高くない地域において、商業機能と地域コミュニテ 

ィ支援機能を複合的に備えることによって、地域住民を始めとする 

来街者のニーズに応える商店街 

   ○ 転換型 

          需要の集密度が低い地域において、来街を待つのではなく、地域住民 

     のもとへ商品を届ける業態へと転換するなど、商業機能の維持に取り 

組む商店街 

 

 

 

 

 

 

（２）目標（目指すべき姿） 

   基本的な考え方を踏まえ、本プランが目指す目標を次のように掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆☆  「『暮らし』の、『まち』の、あったらいいな」を実現する商店街への変革 

    ←コロナ禍を通じた新たな課題への対応  

  

☆☆  多世代が買い物、交流を通じて触れ合える「心かよう」人情商店街を再生

   ←外出自粛、低調な消費行動を受けて人々の交流を回復  

出典：令和 2 年 6 月 経済産業省 「地域の持続可能な発展に向けた政策の在り方研究会」 

※アグリゲーター…広域で需要を集約し、移動販売等により、サービスを提供する事業者 

　 単単　　独独　　型型 複複　　合合　　型型 転転　　換換　　型型

特徴

・都市部の駅前や著名な観光

　資源の近くに立地し、商業機

　能のみで十分な来街が期待

　できる。

・ 生活圏の近くに立地し、地域

　住民のアクセスが容易

・ 過疎化が進む地方に立地し、

　地域住民の減少に伴い、来街

　が期待できない。

課題と

対応の

方向性

・ 来街者の更なる利便性の向上

・ 域外の潜在来街者の受入体

　制整備・情報発信

⇒　利便性向上、域外からの来

　街者の誘客などにより、多様

　な商業需要を取り込む対応

・ 地域住民が求める多様なニー

　ズの把握

・ 商業機能に加え、多様な住民

　ニーズに対応できるマルチな

　機能の担い手へと変革

⇒　商業需要以外の多様なサー

　ビス需要も取り込む対応

・ 少ない住民にとって必要な商

　業機能を維持するための域外

　の事業者（アグリゲーター※）

　との広域的な連携

⇒　個々の小売業者が連携先

　事業者を通じて住民に買物の

　機会を提供する対応
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（３）重視すべき支援の視点 

   ウィズコロナ、ポストコロナ時代における新しい生活様式や社会課題へ対応し

ながら、５つの視点により商店街への支援を行います。 

 

  ① 横断的な視点 

 

 

 

  ② ５つの視点 

 

 

 

個店の差別化、高付加価値化等により、売れる・儲かる店舗に転換し、 

商機能（稼ぐ力）を強化 

 

 

 

 

商店街が「地域コミュニティの担い手」としての役割を果たせるよう 

    に支援 

 

 

 

 

色々な知見を有する域外人材の活用等によって担い手を育成すると 

ともに、大学、地域住民、ＮＰＯ等と連携する取組を支援 

 

 

 

 

 

街や商店街の目指すべき未来像を話し合う場を設け、商店街を中核と 

     したまちづくり推進のための地域プラットフォームを構築 

 

      

 

 

コロナ禍により外出を控える高齢者の買い物代行やデリバリー、空き 

店舗を活用した起業意欲旺盛な人材等による就業・創業を支援 

 

 

 

 

 

ウィズコロナ、ポストコロナによる新しい生活様式や新たな社会課題への対応 

≪視点１≫ 

商店として「稼ぐ力」を強化 

≪視点２≫ 

「地域コミュニティの担い手」としての機能強化 

≪視点３≫ 

担い手育成と外部人材及び多様な主体との連携促進 

≪視点４≫  

市町村、地域住民、事業者、支援機関等で商店街を中心としたまち

づくりの地域プラットフォームを構築 

≪視点５≫  

生活やまちの課題解決、新たな就業・創業の場としての機能整備 
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４．５つの支援の視点と具体的な施策 

 

  ① 現状・課題 

  ○ 商店街が抱える主な課題については、「後継者のいない個店が多く、高齢化

が進んでいる」が最も多く、以下「店舗の老朽化、陳腐化」、「魅力ある店舗が

少ない」など、本来の役割である商機能の低下に関するものであるため、商店

の「稼ぐ力」を強化していく必要があります。 

  ○ 商店街の個店の魅力は、取り扱う商品だけでなく、店内の雰囲気や接客サー

ビス等、実際に来店しなければ伝わらない部分も多いため、商店の「稼ぐ力」 

を強化する施策と並行して、商店街や個店へ足を運びたくなる施策を実施する

必要があります。また、個店が今までのノウハウを活かして新しい分野に取り

組んでいこうとすること（事業の再構築）も重要です。 

  ○ 商店街は、コロナ禍により、ますますデジタル化が加速する中で、実店舗で

の経営を継続しつつ、オンラインでの販売も検討することが必要です。 

② 具体的な施策 

  ○ 市町村が計画的・主体的に行う商店街活性化に向けた取組支援 

    空き店舗対策や賑わい創出など、商店街の商機能強化を図る取組を促すため

の、市町村が行う商店街活性化事業に対する補助制度を活用した支援の実施。 

    コロナ禍の影響により低調となった消費マインドを回復させ、消費喚起を図

る取組への支援。 

  ○ 商店街が行う活性化に向けた取組支援 

    販売促進や賑わいを創出するイベントの実施など、商機能の強化につながる

取組を行う商店街に対する支援の実施。 

  ○ 支援機関等による個店支援 

    (公財)あいち産業振興機構、商工会議所・商工会を始めとした支援機関によ

る経営支援や各種補助制度の紹介、外部専門家等を活用した総合的アドバイス

支援の実施等。 

    商店街の個店に対する県の制度融資による金融支援の実施。 

③ 取組例 

   ・当面のコロナ禍に対応した消費喚起 

    プレミアム商品券発行、キャッシュレス決済によるポイント還元等 

   ・空き店舗・空きビルなどを活用した集客拠点の整備 

    チャレンジショップ・棚貸し創業、シネマ上映会や食のイベント等 

   ・空き店舗を活用したテナントミックス事業の実施 

    子育て世帯が多い地域における託児所の誘致等 

   ・マルシェや定期市等の開催 

青果、鮮魚、精肉を中心としたマルシェなどのイベント等 

   ・ＥＣ、ＳＮＳ等を活用したデジタル化への取組 

    インターネットショッピングの開設、Facebook や Instagram 等の SNS を利 

用した広報、無人レジ、セルフレジの導入等 

   ・事業の再構築 

    これまでのノウハウを活かした新分野展開等 

（１）視点１：商店として「稼ぐ力」を強化 
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① 現状・課題 

  ○ 地域社会が本来持っていたコミュニティ機能の重要性は増しており、地域の

交流の場である商店街に対して、「地域コミュニティの担い手」としての役割

が地域住民から期待されています。 

  ○ 宅配サービスや御用聞きは、顧客を確保し、地域とのつながりを深める一つ

の手段となり得ます。また、宅配サービスが多く利用されることが予想される

生鮮３品を扱う店舗（八百屋、肉屋、魚屋）が廃業せずに残ることは、商店街

が存続するための大切な要素の一つです。 

  ○ 各商店街が、地域住民が必要とするニーズを十分に汲み取り、地域の課題に

対応するなど、商店街が地域の中で存在感を発揮できるよう、積極的な支援を

していく必要があります。 

② 具体的な施策 

  ○ 市町村が計画的・主体的に行う商店街活性化に向けた取組支援 

    街路灯や防犯カメラを活かした防犯パトロールなど、商店街の地域コミュニ

ティ機能に着目した取組を促すための、市町村が行う商店街活性化事業に対す

る補助制度を活用した支援の実施。 

  ○ 商店街が行う活性化に向けた取組支援 

    地域住民のニーズへの対応や地域が直面する課題解決の取組に対する補助

制度を活用した支援の実施。 

  ③ 取組例 

    ・空き店舗を活用した高齢者向け交流サロンや子育て支援施設の運営 

コロナ禍で在宅の機会が増えた高齢者の外出・交流の促進、子育て中の働

く女性の支援 

    ・宅配サービスや移動販売、御用聞きサービスの実施 

    少子高齢化が進行する中で、自由に買い物に行くことができない高齢者世帯、 

子育て世代及び共働き世代による需要の高まりへの対応 

   ・安心・安全見回り活動、防犯対策の実施 

      歩行者保護・優先（歩行者天国）、防犯カメラの設置・巡回パトロール、 

落書きの防止・消去活動等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）視点２：「地域コミュニティの担い手」としての機能強化  
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① 現状・課題 

  ○ 商店街組織の基盤強化を図るため、商店街の役員、事務局職員の能力を高め

る人材育成や、構成員である個店の若手・後継者の育成を支援していく必要が

あります。とりわけ、組合活動の担い手となる人材の確保・育成は重要な課題

であり、知見を有する域外人材の活用は極めて重要です。 

  ○ 多様な地域住民ニーズ等に対応した取組を進めるためには、商店街活動の実

践的なサポート業務を行う商店街マネージャーや外部専門家による支援は大

変有効です。こうした外部の人材の力を活用した取組を積極的に支援していく

ことが必要です。 

  ○ 大学、地域住民、ＮＰＯ、まちづくり会社等の多様な主体と連携し、互いの

人的資源やノウハウを活用して、協働で活性化事業に取り組んでいくことが求

められます。 

  ○ 大規模小売店舗の適正立地、地域貢献活動を促す「愛知県商業・まちづくり

ガイドライン」に基づく、社会環境の変化を踏まえた、多様な地域貢献活動を

促進し、地域との共生をより一層図る必要があります。 

② 具体的な施策 

  ○ 市町村が計画的・主体的に行う商店街活性化に向けた取組支援 

    商店街の担い手育成や個店における外部人材活用に向けた取組を促すため

の市町村が行う商店街活性化事業に対する補助制度を活用した支援の実施。 

  ○ 商店街が行う活性化に向けた取組支援 

    商店街活動の担い手育成や個店における外部人材活用に向けた取組に対す

る補助制度を活用した支援の実施。 

  ○ 商店街マネージャーや専門家などの外部人材の積極的な活用 

    商店街のイベントの企画・運営、空き店舗対策など、実践的なサポート業務

を行う商店街マネージャーの配置や、活性化の取組に対する外部専門家を派遣。 

  ○ 多様な主体との連携による商店街活性化に向けた取組支援 

    商店街と大学、地域住民、NPO、まちづくり会社など地域・商店街を応援す

る多様な主体との連携を促進するためのマッチング支援の実施。 

  ○ 商店街利用促進に向けた取組 

    商店街の一層の利用促進を図るため、行政、支援機関、大学などをメンバー

とした「あいち商店街活性化委員会」による、商店街の利用促進に向けた広報・

普及活動、施策提言等の実施。 

  ○ 市町村職員に対する多様な主体とのコーディネート力強化 

    市町村職員を対象とした商店街活性化に関する研修会を通じたネットワー

ク形成の促進やコーディネート力の強化。 

  ○ 大規模小売店舗との共生 

    「地域づくりの取組への協力」、「地域防災への協力」、「環境対策への推進」

等、社会環境の変化に対応した広範囲な地域貢献活動の促進。 

 

 

 

（３）視点３：担い手育成と外部人材及び多様な主体との連携促進 
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③ 取組例 

   ・学校・地域住民・ＮＰＯ・まちづくり会社等との連携   

    商店街の将来展望などを情報発信し、身近な応援者を発掘 

   ・まちゼミや個店の商い塾（個店の後継者育成）の開催 

    個店がノウハウや豆知識などを伝授するまちゼミや活力ある地域づくりを担 

う若手リーダーを養成する商い塾の開催 

   ・空き店舗を活用したチャレンジショップの運営 

    新たに事業を始めたい人が経営ノウハウを習得し、独立開業を目指すことを 

支援 

   ・商店街マネージャーや外部専門家による支援 

    商店街のイベントの企画・運営、空き店舗対策など、実践的なサポート業務

を行う商店街マネージャーの配置や、活性化の取組に対する外部専門家を派

遣 
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  ① 現状・課題 

  ○ 市町村が作成するまちづくり計画等に基づき、商業者、地域住民、専門家、

市町村、商工会議所・商工会等の多様な関係者が、中心市街地や地域の活性化

に向けた取組を行っています。こうした中、商店街の果たすべき役割や機能、

街や商店街の目指すべき未来像を話し合う場を設け、商店街を中核としたまち

づくり推進のための地域プラットフォームを構築することが有効です。 

  ○ コロナ禍によって地域社会には様々な課題が顕在化しています。外出自粛に

よる高齢者の買い物困難、在宅が増加することでの他者との関わり不足など、

地域コミュニティの維持が危ぶまれています。このため、行政、地域住民はも

とよりあらゆる事業者、経済団体等が地域への貢献を今一度見直し、積極的に

まちづくり活動へ参画し、暮らしやすい豊かな地域のコミュニティを再興する

ことが求められています。 

  ○ まちづくりの中核的な役割を担う市町村職員には、商店街が多様な主体と連

携を図る上で、コーディネーターとしての役割を果たすことが期待されていま

す。市町村職員への研修を通じて、ネットワークの形成やコーディネート力の

強化を図ることが重要です。 

② 具体的な施策 

  ○ 関係者による地域プラットフォームの構築 

    商店街が中心となり、街や商店街の目指すべき未来像を話し合う場として、

多様な関係者が参加する地域プラットフォームを構築し、その元で商店街や地

域の課題、問題点を共有して、取組を推進。 

  ○ 地域プラットフォームを活かして活性化に挑戦する商店街を重点的に支援 

    県において、地域プラットフォームを活かした商店街の取組のうち、模範的

な取組を選定し、重点的に支援。 

  ○ まちづくりのルール策定 

    事業者等の商店街への加入や商店街活動への積極的な参加、大規模小売店舗

等の地域貢献のあり方に関するルールの策定（現行「愛知県商業・まちづくり

ガイドライン」の条例化）。 

  ○ 市町村職員のネットワークやコーディネート力の強化 

    市町村職員を対象とした商店街活性化に関する研修会を通じたネットワー

ク形成の促進やコーディネート力の強化。 

③ 取組例 

  ・・  商商店店街街とと地地域域住住民民、、地地域域団団体体でで構構成成すするるチチーームムにによよるる地地域域交交流流拠拠点点のの整整備備・・

運運営営 

    商店街が中心となり、地域住民や地域団体と事業内容を協議しながら地域交

流拠点を整備・運営。新たに商店街に出店した店主も運営に参画 

  ・・  地地域域住住民民ののニニーーズズをを取取りり入入れれ、、地地元元商商店店がが取取りり扱扱うう商商品品のの移移動動販販売売事事業業のの実実

施施 

商工会等が中心となり、地元スーパーや市町村と定期的に話し合いの場を持

ち、高齢者等の利用者の声を基に販売ルートや販売方法を設定・見直し 

（４）視点４：市町村、地域住民、事業者、支援機関等で商店街を

中心としたまちづくりの地域プラットフォームを構築 
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    ・・  ままちちづづくくりり構構想想のの策策定定とと地地元元自自治治会会、、地地元元企企業業をを含含むむ実実行行委委員員会会にによよるる世世代代

間間交交流流事事業業のの実実施施 

商店街等が策定したまちづくり構想に基づいて実施する事業を、商店街が中

心となり、地元自治会や地元企業と事業内容を協議しながら実施 
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① 現状・課題 

  ○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、飲食店では、再三にわたり休業

や営業時間の短縮要請を余儀なくされています。商店街内の空き店舗の増加

は利便性、安心安全性が損なわれ、街自体の活力低下や衰退に繋がります。 

  ○ 空き店舗が目立つ街並みは、商店街の魅力の低下に繋がるため、空き店舗対

策として、外部から様々な業種の起業意欲旺盛な人材を受け入れるなどの商店

街の新陳代謝を進める取組が重要です。 

  ○ 様々な地域の課題、ニーズに応えるサービス業を商店街へ招致し、これを地

域で応援していこうと機運を盛り上げることが地域の一体感をもたらし、活性

化への起爆剤となります。 

  ② 具体的な施策 

○  空き店舗の活用促進 

    地域や商店街が抱える課題の解決に繋がる事業や取組を行おうとする人材

を、商店街の空き店舗へ呼び込む施策の実施。 

○ 市町村が計画的・主体的に行う商店街活性化に向けた取組支援 

    市町村が行う商店街活性化事業に対する支援や、地域住民ニーズを踏まえた

自立的な事業継続が見込める商店街の誘客事業に対する補助金制度を活用し

た支援の実施。 

  ○ 商店街が行う活性化に向けた取組支援 

    少子高齢化や防災・防犯といった社会的課題に取り組む商店街に対する補助

金制度を活用した支援の実施。 

  ③ 取組例 

  ・空き店舗活用 

地域のニーズを取り入れ、小売店や飲食店等のほか、医療・介護施設、託児 

所、テレワークオフィス等、様々な施設を誘致 

・買い物弱者対策 

   徒歩や自転車でしか買い物ができない消費者やコロナ禍で外出を控える高齢者 

に対するデリバリーサービス等 

  ・子ども（ご近所）食堂 

   商店街の施設等を利用し、お年寄りから子どもまで多世代が交流できる機会を 

創出 

   ・ＳＤＧｓ対応 

    フェアトレード商品の販売（目標 10「人や国の不平等をなくそう」） 

規格外・リユース商品の販売、脱プラスチック（目標 12「つくる責任 つかう責任」） 

中高生・大学生向けのまちゼミ、実習の場（目標 4「質の高い教育をみんなに」） 

 

 

 

 

（５）視点５：生活やまちの課題解決、新たな就業・創業の場として

         の機能整備 
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（６）関係者への期待・役割 

≪商店街（商店街振興組合、協同組合、発展会等）≫ 

  ○ 地域住民やコミュニティのニーズは変化しており、商店街には地域住民の生

活支援といった機能・役割を期待する声が大きくなっています。住民ニーズや

社会経済情勢の変化に正面から向き合い、積極的なアクションを起こすことが

求められます。その結果、来街者が増加し、商店街全体の売上増にも繋がって

いる事例もあります。 

  ○ 商店街の基盤強化のため、組合員の加入率の向上を図ることはもとより、特

に未来の商店街を担う若手の育成、外部人材の呼込みなどに力を入れ、自立的

な運営体制を構築することが求められます。商店街単独では実施が困難なため、

愛知県商店街振興組合連合会や商工会議所・商工会、外部のアドバイザー等の

協力・支援を受けながら実施する必要があります。 

 

≪個店（商店主）≫ 

  ○ 何よりもまず、自らの店舗が売れる・儲かる店舗にすることが必要です。 

個店の繁盛が商店街の活性化に不可欠であることから、接客、サービスの向  

   上、一店逸品運動、商品・サービスのブランド化などにより、個店の差別化、

高付加価値化を目指すことが必要です。 

自らの努力が第一であることはもちろんですが、個店単独では限界がありま

す。商工会議所・商工会や（公財）あいち産業振興機構等の支援を受け、売れ

る・儲かる店舗を目指すとともに、商店街振興組合等に加入して商店街活動に

積極的に参加し、魅力ある商店街づくりに協力することが望まれます。 

  ○ 空き店舗の増加は、商店街の魅力の低下に繋がるため、後継者の不在等で廃

業してしまう前に、外部の人材への事業継承や店舗の貸与等、店舗を有効に活

用し、空き店舗としないことが重要です。 

 

≪愛知県商店街振興組合連合会≫ 

  ○ 商店街は、地域コミュニティの拠点として、公共的な役割・機能を担い、歴

史・文化の継承、地域の安心・安全を守る社会的責任を果たしていますが、少

子高齢化、後継者不在、大型店の出店等に加え、新型コロナウイルス感染症へ

の対応など、厳しい状況下に置かれています。 

○ そのような商店街に対し、愛知県商店街振興組合連合会は、商店街の振興発

展を図るため自らの組織及び指導体制を強化し、行政・学校・ＮＰＯ等と連携

しながら、各々の商店街の実情に応じてきめ細かくサポートすることが望まれ

ます。 

 

≪連携主体（大学、ＮＰＯ等）≫ 

  ○ 大学、地域住民、ＮＰＯ、まちづくり会社などの地域の多様な主体には、 

   商店街とともに、魅力あるまちづくりに積極的に協力していくことが期待され

ています。 

    ○ 大学においては、学生に職場体験や、店舗経営の実践の場を提供することで、

商店街の認知度が高まります。大学（学生、教員等）の意見を商店街活性化の

ために活かすことも大切であり、大学（学生、教員等）による名産品の開発・

販売や商店街イベントの企画運営への協力により来街者増に繋がっており、目

に見える成果が生まれています。 
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  ○ ＮＰＯは、行政や企業で対応できない住民ニーズに柔軟に対応できる機関で

あり、その果たす役割はますます大きくなると予想されます。地域コミュニテ

ィの担い手である商店街と積極的に連携し、子育て支援、高齢者の買い物支援

サービスなど、地域にとって必要な社会サービスを提供していくことが望まれ

ます。 

 

≪市町村≫ 

  ○ 市町村は、最も重要な商店街（地域）支援機関であるとともに、様々な住民

や団体等の意見を集約して、まちづくりの方針を決定し、それを推進する第一

の主体です。 

  ○ 市町村の最も重要な役割としては、市町村の総合計画やまちづくりのビジョ

ン等における市町村全体又は中心市街地での各商店街の果たすべき機能の方

向性と、商店街の目指すビジョンとの整合を図ることです。 

  ○ 市町村には、商店街活性化の戦略について、対等かつ真摯に商店街と議論で

きる熱意ある職員が必要であり、そういった職員を育て、活躍できるよう組織

的なバックアップをすることが大変重要です。 

  ○ 商店街振興組合のない市町村においては、地域の商工会と緊密に連携し、商

店街を支援していくことが必要です。 

 

 ≪各支援機関≫ 

  ○ 商工会議所・商工会、愛知県中小企業団体中央会、（公財）あいち産業振興

機構は、商店街や地域商業者を支える重要な支援団体であり、個店の経営相談

や販路開拓、組合運営指導等を実施しています。今後も、まちづくりや中心市

街地活性化の主体としての戦略的な支援や、個々の店舗経営へ踏み込んだ支援

など、きめ細かな支援が期待されます。 

  ○ 商店街振興組合がない市町村区域において、その役割を担う商工会には、地

域住民のニーズに応える取組の推進が期待されます。 

 

≪大規模小売店舗≫ 

  ○ 大規模小売店舗は大型化・複合化の進展により、その商圏も大幅に拡大し、

周辺環境のみならず、住民生活そのものに大きく影響を与えることとなってい

ます。また、小売業はその地域貢献への期待も大きく、特に大規模小売店舗に

は企業の社会的責任の観点からも、主体的な地域貢献が求められています。 

  ○ 大規模小売店舗に求められる地域貢献としては、市町村が進める地域づくり

への協力、地域団体が行う取組への協力、地域及び県内からの雇用の促進、災

害時の避難場所等の提供、廃棄物抑制やリサイクル対策の実施など社会環境の

変化に対応した広範な活動が期待されます。 

○ とりわけ大規模小売店舗には地域社会に根をはり、良好なコミュニティ、豊

かなまちづくりに寄与しようと取り組む商店街の活動には積極的に参画する

ことが求められています。 
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５．成果達成目標 

  

 

 

    ○ 市町村が計画的に実施する商機能強化に向けた取組、地域コミュニティ 

の担い手としての役割に着目した取組、人材強化に向けた取組などを通じ

て、活性化を目指す商店街を支援します。 

○ 地域商業活性化のため、商店街等が実施する商機能の強化につながる取 

組、地域の課題解決に向けた取組等に対し支援します。 

 

 

○ 商店街と大学、地域住民、NPO など多様な主体との連携を促進するため

に、マッチング支援等を実施します。 

 

 

 

    ○ 大規模小売店舗に対する 「市町村が進める地域づくりへの協力」、「地域 

雇用確保への協力」、「環境対策の推進」など社会環境の変化に対応した 

広範な地域貢献活動を促進します。 

 

 

 

    ○  商業者、地域住民、専門家、市町村、商工会議所・商工会等により商店 

街の果たすべき役割や機能、街や商店街の目指すべき未来像を話し合う場

を設け、商店街を中核としたまちづくり推進のための地域プラットフォー

ムを構築します。 

 

※ 本プランの進行管理 

   本プランの実効性を高めるため、毎年、有識者等が参画する「あいち商店街活

性化委員会」を開催し、取組の検証や成果達成目標の進捗状況を管理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 地域プラットフォームを活かして活性化に挑戦する商店街の取組数：10件 

（2025 年度までに）【視点４】 

① 活性化（集客、地域コミュニティ再生、連携促進等）を目指す商店街等 

が行う取組への支援数：120 件（各年度）【視点１～３、視点５】 

② 多様な主体との連携による取組件数：7件（各年度）【視点３】 

③ 大規模小売店舗の 「地域づくりの取組への協力」：実施率：90％（各年度）

【視点３】 
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参考資料 

（１）商店街実態調査（2019 年度）及び新型コロナウイルス感染症の影

響調査（2020 年度） 

 
○ 本県では、商店街活性化施策の基礎資料とするため、2019 年度（令和元年度）

に県内の 555 商店街団体を対象に実態調査を実施した。 

 （回答数 325 団体、回収率 58.6％） また、新型コロナウイルス感染症の影響

について、2020 年度（令和 2年度）に県内の 549 商店街団体を対象に追加調査

を実施した。（回答数 299 団体、回収率 54.5％） 

 
① 最近の景況について 

「衰退の恐れがある」又は「衰退している」とする割合は、2019 年度調査では 

60％程度であったが、2020 年度調査では約 87％に増加した。 

 
   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 新型コロナウイルス感染症の影響による商店街の来客数について(2020 年度) 

「3～4割減」及び「5～6割減」が合わせて 62.2％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目
繁栄

している
繁栄の

兆しがある
まあまあ

（横ばい）
衰退の

恐れがある
衰退

している
無回答

2013年度調査
（N=381）

1.0% 3.1% 17.6% 27.8% 44.4% 6.0%

2019年度調査
（N=325）

2.8% 3.1% 26.5% 22.5% 37.8% 7.4%

2020年度調査
（N=299）

0.3% 0.7% 11.0% 36.8% 49.8% 1.3%

1～2 割減 3～4 割減 

店舗

5～6 割減 

店舗

7～8 割減 

店舗

衰衰退退ののおおそそれれ  衰衰退退ししてていいるる  ままああままああ  

衰衰退退ししてていいるる  

衰衰退退ししてていいるる  

衰衰退退ののおおそそれれ  

衰衰退退ののおおそそれれ  

ままああままああ  

ままああままああ  

1～2割減 3～4割減 5～6割減 7～8割減 9割以上減 変わらない 無回答

10.7% 32.4% 29.8% 14.4% 3.3% 5.7% 3.7%
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③ 空き店舗の数について 

  2020 年度は 2019 年度に比べ、「0～2店舗」の割合が減少する一方で、「3～10 店 

舗」の割合が増加しており、コロナ禍の影響により空き店舗が増加した可能性があ 

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 商店街が抱える問題について（2019 年度 上位３つ） 

「後継者のない個店が多く、高齢化が進んでいる」が依然としてトップで、「店舗

の老朽化、陳腐化」、「魅力ある店舗が少ない」という順で続いている。 

 
 

 

 

 

0～2 店舗 

0～2 店舗 

3～6 店舗

3～6 店舗

7～10
店舗

7～10 
店舗 

176 店舗（54.2％）

119 店舗（36.6％）

107 店舗（32.9％）

項目 0～2店舗 3～6店舗 7～10店舗 11～14店舗 15～18店舗 19店舗以上 無回答

2019年度調査
（N=325）

38.8% 23.7% 7.4% 2.2% 1.2% 2.2% 24.6%

2020年度調査
（N=299）

32.4% 29.4% 8.3% 0.6% 1.0% 3.3% 24.7%
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⑤ 今後、商店街が進んでいくべき方向について（2020 年度 上位４つ） 

「わからない」が最も多く、「コミュニティ機能の充実」、「生活品取扱店の充実」、

「外部の創業希望者の誘致」の順となっている。 

 

 

⑥ 必要とする行政の支援策について（2020 年度 複数回答） 

「街路灯やアーケード等の老朽化対応」が最も多く、「感染防止に係る設備・備品 

購入」、「資金繰り支援」、「プレミアム商品券などの消費喚起策」の順となっている。 

従来の課題に加え、コロナ禍に伴う感染防止策、各個店の資金繰りといった新た 

 な課題が加わった形となり、より一層厳しい状況に置かれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.8％

31.8％

22.1％

22.1％

33.1％

30.1％

28.1％

28.1％
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（２）商店街取組事例（活性化モデル商店街に指定された 19 商店街等の取組） 

○栄町商店街振興組合（名古屋市）  

   ベルギーを始めとした国際文化の発信拠点 

 【課題】 

  ・隣接する名古屋駅前エリアにおいては、リニア新幹線の開通を見据えた社会的

インフラの整備検討や超高層ビルの建築ラッシュなどが進んでおり、同エリア

への一極集中による栄地区の集客力低下の可能性が懸念されている。 

  ・子どもやその家族を中心とした、ファミリー世代の集客が課題となっている。 

【取組】 

  ・商店街を国際文化の発信拠点として位置づけ。 

  ・姉妹提携したベルギーのルイーズ商店街との

国際交流事業を、広小路夏まつり及びベルギ

ー国王来日の時期に合わせ実施し、商店街の

にぎわいを創出。 

  ・ハロウィンをテーマとした小学生絵画コンク

ールや、子供向けのハロウィンイベントを

実施し、ファミリー世代の来街を促進。 

  ・地元にゆかりがあるノーベル賞受賞者手形

碑等の整備、除幕式の実施による魅力発信。  問合先：事務局 052-955-6101 

 

 

○広小路商店街振興組合（名古屋市）  

  「文化」と「科学」を楽しめるまち 広小路 

 【課題】 

  ・隣接する名古屋駅前エリアにおいては、リニア新幹線の開通を見据えた社会的

インフラの整備検討や超高層ビルの建築ラッシュなどが進んでおり、同エリア

への一極集中による栄・伏見地区の求心力低下の可能性が懸念されている。 

 【取組】 

  ・広小路エリアが江戸時代からの名古屋の「文

化」の発信拠点、科学館を始めとした「科学」

の発信拠点であることに注目。 

  ・「広小路夏まつり」で、名古屋市科学館やでん

きの科学館、名古屋市美術館と連携し、工作

教室の開催やブース設置などを行い、幅広い

世代を集客。 

  ・地域のまちづくり団体である「芸術と科学の

杜連携推進会議」と連携し、まち歩きイベン

トに合わせたセール等を実施。 

問合先：事務局 052-231-3897 

 

（日本・ベルギー友交 150 周年記念講演会時

の様子） 

（広小路夏まつりにおける美術館・科学

館出店ブースの様子） 
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○名古屋広小路まちづくり協議会（名古屋市） 

 （栄町商店街振興組合、広小路商店街振興組合、東新商店街振興組合、新栄商店街振興組合、広

小路中央商店街振興組合、広小路名駅商店街振興組合、広小路西通一丁目商店街振興組合） 

  広域的回遊性の高いメインストリート 

 【課題】 

  ・隣接する名古屋駅地区においては、リニア新幹線の

開通を見据えた社会的インフラの整備検討や超高層

ビルの建築ラッシュなどが進んでおり、同地区への

一極集中による栄地区及び中間に位置する伏見・納

屋橋地区の集客力低下が懸念されている。 

 【取組】 

  ・広小路通一帯に歩いて楽しい空間を創出し広域的回

遊性を高めるため、広小路通沿いをイルミネーショ

ンで装飾。 

  ・イルミネーションマップの作成及び配布。 

  ・知名度を高めるため、地元商店街のイベント（広ぶ

ら芸ぶら文化祭）と連携して点灯式を実施。 

問合先：事務局 052-955-6101 

 

 

 

○柴田商店街振興組合（名古屋市） 

  様々な層のお客様に対応できる地域に根付いた「賑わいあるコミュニティ商店街」 

 【課題】 

  ・商店街が行ったアンケートでは、買い物の場としてだけではなく、人が集う地

域交流の場としても地域住民から期待されている。 

  ・地域全体で少子高齢化が進んでおり、子育て支援や高齢者の健康増進などの地

域に貢献する取組を進める必要がある。 

 【取組】 

  ・商店街がリーダーシップを発揮して地域住民と商店街との関係性をさらに深め

ていくため、商店街エリア内の空き店舗に地

域交流拠点センター「279（つなぐ）ステーシ

ョン」を整備。 

  ・商店街と地域の様々な個人や団体で構成する

「チーム 279（つなぐ）」が拠点を運営。 

  ・年間を通して高齢者、子育て世代をターゲッ

トにしたイベント等を実施（放課後自習室、

子ども向けプログラミング教室、高齢者サ

ロン等）。 

問合先：冨田博行理事長 052-611-2802 

（広小路エクスプレスイルミネ

ーション） 

（地域交流拠点センター（279 ステーション）） 

 

○名古屋広小路まちづくり協議会（名古屋市） 

 （栄町商店街振興組合、広小路商店街振興組合、東新商店街振興組合、新栄商店街振興組合、広

小路中央商店街振興組合、広小路名駅商店街振興組合、広小路西通一丁目商店街振興組合） 

  広域的回遊性の高いメインストリート 

 【課題】 

  ・隣接する名古屋駅地区においては、リニア新幹線の

開通を見据えた社会的インフラの整備検討や超高層

ビルの建築ラッシュなどが進んでおり、同地区への

一極集中による栄地区及び中間に位置する伏見・納

屋橋地区の集客力低下が懸念されている。 

 【取組】 

  ・広小路通一帯に歩いて楽しい空間を創出し広域的回

遊性を高めるため、広小路通沿いをイルミネーショ

ンで装飾。 

  ・イルミネーションマップの作成及び配布。 

  ・知名度を高めるため、地元商店街のイベント（広ぶ

ら芸ぶら文化祭）と連携して点灯式を実施。 

問合先：事務局 052-955-6101 

 

 

 

○柴田商店街振興組合（名古屋市） 

  様々な層のお客様に対応できる地域に根付いた「賑わいあるコミュニティ商店街」 

 【課題】 

  ・商店街が行ったアンケートでは、買い物の場としてだけではなく、人が集う地

域交流の場としても地域住民から期待されている。 

  ・地域全体で少子高齢化が進んでおり、子育て支援や高齢者の健康増進などの地

域に貢献する取組を進める必要がある。 

 【取組】 

  ・商店街がリーダーシップを発揮して地域住民と商店街との関係性をさらに深め

ていくため、商店街エリア内の空き店舗に地

域交流拠点センター「279（つなぐ）ステーシ

ョン」を整備。 

  ・商店街と地域の様々な個人や団体で構成する

「チーム 279（つなぐ）」が拠点を運営。 

  ・年間を通して高齢者、子育て世代をターゲッ

トにしたイベント等を実施（放課後自習室、

子ども向けプログラミング教室、高齢者サ

ロン等）。 

問合先：冨田博行理事長 052-611-2802 

（広小路エクスプレスイルミネ

ーション） 

（地域交流拠点センター（279 ステーション）） 
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○一宮中心市街地商店街連合（一宮市）  

  （一宮市本町通３丁目商店街振興組合、一宮市本町通４丁目商店街振興組合、一宮市銀座通商店

街振興組合、一宮市本町通１丁目商店街振興組合、一宮市御朱印地商店街振興組合、一宮市伝

馬通３丁目商店街振興組合、一宮市本町通２丁目商店街振興組合） 

  地域の伝統を継承し、温かい絆を育てる商店街 

 【課題】 

 ・売上減少や商店主の高齢化、後継者不足が原因と推測される空き店舗・空き地

となるケースが少なからず散見される。 

 ・来街者の高齢化によるニーズの変化に対応する取組みが求められる。 

 【取組】 

 ・商店街と他団体との絆を深めるため、毎年、地元の高校生や幼稚園、ＮＰＯ法

人、スポーツ団体等の協力を得て、おいち

祭を盛り上げ。 

 ・子育て世代を商店街に誘致するため、親子

参加型の商店街探検イベントを開催。 

 ・来街者が買い物した後に一休憩できるコミ

ュニティスペースを設置。 

 ・上記の取組により地域コミュニティの発展

を推進していくことで、商店街への興味・

関心を高め、来街者の増加を図り、空き店

舗へ出店者を誘致。            問合先：事務局 0586-72-2947 

 

 

○瀬戸市商店街連合会(※)、パルティせと店舗会、瀬戸まちづくり株式会社（瀬戸市）    

（※銀座通り商店街振興組合・中央通商店街振興組合・末広町商店街振興 

組合・效範西部商店街振興組合・品野商店街振興組合） 

  一体感、活気に満ち溢れたおもてなし商店街！ 

 【課題】 

  ・商店街は、特色を生かした独自の祭りやイベ

ントを実施し、まちめぐりの仕掛けや名物・

飲食店を盛り上げて情報発信していくこと

が期待され、各地域のリーダー的存在となる

次世代の担い手の育成が求められている。 

 【取組】 

  ・チャレンジショップの実施や、商店街店主と

起業を目指す事業者の意見交換などを通じ

て、商店街の空き店舗に市外から若手の起業家を誘致（若者の来街が増加）。 

  ・新規出店した起業家の協力を得て空き店舗ツアーを行うことで、起業を目指す

若者の参加が増加。 

  ・新規出店した起業家と既存の商店主の交流を通じた賑わいの創出や魅力向上の

様々な取組の開始。     問合先：瀬戸市ものづくり商業振興課 0561-88-2652 

（おいち祭り） 

（チャレンジショップオープン） 
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○末広町商店街振興組合（瀬戸市） 

  取り戻そう賑わい！思い出そうふれあい！ 

 【課題】 

  ・商店街周辺では平成 29 年 6 月にものづくりを生業とする人たちを支援する施

設として「せとまちツクリテセンター」が整備され、若いツクリテの商店街利

用が期待される。 

  ・若い商店主による積極的な活動は見られるものの、商店街全体としては、店主

の高齢化・後継者不足等に伴う店舗数の減少と顧客の高齢化に伴う客数の減少

により、イベント開催時以外の平常時の賑わいは低迷している。 

 【取組】 

  ・陶芸やガラスを始め木工や金工、飲食など「もの

づくり」の活動を行っているツクリテなどの若

手起業家のイベント参加（商店街の装飾、空き地

での作品の展示販売など）、商店街の空き店舗へ

の出店。 

  ・事業実施により、商店街活動に消極的だった組合

員も積極的に参加するようになった。 

  ・商店街を小中学生などの発表の場として活用。 

問合先：瀬戸市ものづくり商業振興課 0561-88-2652 

 

 

○半田中心市街地３商店街（※）、ＣＬＡＣＩＴＹ、半田商工会議所（半田市）       

（※半田ランブリングタウン協同組合、半田駅前商店街振興組合、半田中町商店街振興組合） 

  半田の観光資源と連携した魅力ある商店街の形成 

 【課題】 

  ・中心市街地は商店街の活気が薄れ、再開発ビル(CLACITY)が開業したものの、

需要の高い食料品店や本屋等の業種が欠けており、魅力が乏しい状態である。 

  ・「赤レンガ建物」や「ミツカンミュージアム」、「半田運河」といった、観光資

源と連携して、地元特産品を提供する飲食店や土産店など、魅力ある店舗の出

店が望まれる。 

 【取組】 

  ・中心市街地の空き地や空き店舗を活用した出店

者に対して、店舗改装費の一部を助成し、商店

街の新規加入を促進。 

  ・CLACITY のリニューアルを機に、中心市街地３商

店街との連携を強化し、面的に四季折々のソフ

ト事業（夏祭り、まちなかハロウィン、冬のイル

ミネーション、迎春落語等）を実施。 

  

 問合先：半田市中心市街地活性化商業にぎわい事業実行委員会 0569-21-0311 

 

（商店街プロムナード形成事業（まちなか

ハロウィン）） 

（店内にアート作品を展示） 
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○春日井市商店街連合会（春日井市）  

（春日井駅前商店会、鳥居松商店街振興組合、鳥居松下街道発展会、鳥居松広小路商店街振興組合、東野商

店街振興組合、篠木発展会、繁田発展会、高蔵寺商店街振興組合、いちょう並木通り発展会、イオン同友

店会、味美商店街振興組合、勝川駅前通商店街振興組合、勝川駅東商店街振興組合、勝川駅西発展会） 

  商店街は公共であり文化である 

 【課題】 

  ・市内各地区が独自に発展しているため、市全体の核となる商店街が形成されて

いない。 

・大型店の出店や後継者不足から既存商店街において空き店舗が増加してきている。  

 【取組】 

  ・令和３年度開業の大規模商業施設と連携し、デリバリー・予約アプリの実証実

験に協力。 

  ・商店街の若手後継者を対象として、個店の繁

栄や商店街を含む地域全体の活性化に取り

組む「次世代リーダー」を育成するためのま

ちの担い手養成塾（講義、ワークショップ、

視察、報告会）を開催。塾生２名が商店街連

合会役員となり、地域電子通貨やＥＣモール

など新しい事業の勉強会を開くなど積極的

な活動が行われている。  問合先：春日井市商店街連合会事務局 0568-84-8848 

 

○表参道発展会、豊川商店街振興組合、豊川門前通商店街振興組合、稲美会、
本町商店街振興組合、開運通商店街振興組合、豊川中央商店街振興組合、
すわポン商店会、プリオテナント会、株式会社本宮（豊川市）     

  地域資源で継続的なにぎわいを創出するまち 

 【課題】 

  ・豊川稲荷などの観光資源にも恵まれるものの、商店街では、商店主の高齢化、

後継者不足、営業力不足等を理由とする廃業により、空き店舗・空地が増加傾

向にあり、また、店舗等が住居になり経済活力が低下している。 

 【取組】 

  ・商店街の活気を取り戻すため、豊川稲荷界隈 

の商店街に残る昭和の古き良きまちなみを

活かし、商店街、大学及び行政が一体となり、

ファサード整備や空き家見学ツアー、新規出

店店舗を紹介するマップの作成・配布を実施。 

  ・豊川市による拠点整備と「いなり楽市」など

のイベントでの拠点の活用。 

  ・豊川、豊川門前通、本町の各商店街振興組合

が連携して、新たに豊川駅周辺で「ほいとも 

祭」を開催。 

 問合先：豊川市役所都市計画課 0533-89-2147 

（個性・魅力の創出事業（いなり楽市）） 

（まちの担い手育成塾） 
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○刈谷市刈谷駅前商店街振興組合（刈谷市）  

  みんなでまち興し！！ ～地域と取り組む「安心・安全・おしゃれ」なまちづくり～ 

 【課題】 

  ・トヨタ系企業の誘致により近代産業都市としての足がかりを得るとともに、刈

谷駅周辺の商業地は企業社員の消費需要に支えられ、活気を呈してきた。 

  ・中心市街地としての成熟度では未完な部分が見てとれる。それらは、まちの景

観やにぎわいの健全性、ホスピタリティ、ブランド性など、まちの「質」的な

転換・向上を必要とする。 

 【取組】 

  ・平成 26 年度に策定した「刈谷駅周辺まちづくり構想 2020」の実施計画に基づ

き、地元の自治会、大学、企業、警察、刈谷商工会議所等により構成される「ま

ちづくり構想 2020 実行委員会」を設置し、行政機関との意見交換や提案を実

施。 

  ・刈谷市に縁のある徳川家康の生母、於大の方

（おだいのかた）にあやかった「於大の方茶

会」、地区と連携したハロウィン事業、バリ

アフリーマークや刈谷市の歴史を取り入れ

た商店街マップの作成を実施。 

  ・地域住民への認知度向上のための「カリアン

アサイチ」の実施。 

 問合先：ＮＰＯ法人まちづくりかりや 0566-45-6440 

  

○稲武商工会（豊田市）  

  買い物・生活・コミュニティに対応できるまち稲武 

 【課題】 

  ・稲武地区の人口減少（10 年で 20.2％減少）、高齢化（高齢化率 50.3％）が進行

している。 

  ・商店主の高齢化や後継者不足が進み、組合員数の減少が懸念される。 

  ・時代に合う、あるいは魅力ある品揃えが困難となり商店の魅力が薄れ、客離れ

が進むことが懸念される。 

 【取組】 

  ・いなぶのお買い物配達便事業の実施 

   宅配（注文商品の配達、集金）、配達（加盟店

で買い物した商品の配達）、御用聞き（定期的

に電話をし発注促進と安否確認）、常備品箱

設置（箱に常備品を入れ定期的に補充）、買物

バスの試行、集会所等訪問ＰＲ（老人クラブ

の集会等に事業ＰＲを兼ねて訪問販売を試

行実施） 

 問合先：事務局 0565-82-2640 

（カリアンアサイチ） 

（いなぶのお買い物配達便） 
。 

 

○刈谷市刈谷駅前商店街振興組合（刈谷市）  

  みんなでまち興し！！ ～地域と取り組む「安心・安全・おしゃれ」なまちづくり～ 

 【課題】 

  ・トヨタ系企業の誘致により近代産業都市としての足がかりを得るとともに、刈

谷駅周辺の商業地は企業社員の消費需要に支えられ、活気を呈してきた。 

  ・中心市街地としての成熟度では未完な部分が見てとれる。それらは、まちの景

観やにぎわいの健全性、ホスピタリティ、ブランド性など、まちの「質」的な

転換・向上を必要とする。 

 【取組】 

  ・平成 26 年度に策定した「刈谷駅周辺まちづくり構想 2020」の実施計画に基づ

き、地元の自治会、大学、企業、警察、刈谷商工会議所等により構成される「ま

ちづくり構想 2020 実行委員会」を設置し、行政機関との意見交換や提案を実

施。 

  ・刈谷市に縁のある徳川家康の生母、於大の方

（おだいのかた）にあやかった「於大の方茶

会」、地区と連携したハロウィン事業、バリ

アフリーマークや刈谷市の歴史を取り入れ

た商店街マップの作成を実施。 

  ・地域住民への認知度向上のための「カリアン

アサイチ」の実施。 

 問合先：ＮＰＯ法人まちづくりかりや 0566-45-6440 

  

○稲武商工会（豊田市）  

  買い物・生活・コミュニティに対応できるまち稲武 

 【課題】 

  ・稲武地区の人口減少（10 年で 20.2％減少）、高齢化（高齢化率 50.3％）が進行

している。 

  ・商店主の高齢化や後継者不足が進み、組合員数の減少が懸念される。 

  ・時代に合う、あるいは魅力ある品揃えが困難となり商店の魅力が薄れ、客離れ

が進むことが懸念される。 

 【取組】 

  ・いなぶのお買い物配達便事業の実施 

   宅配（注文商品の配達、集金）、配達（加盟店

で買い物した商品の配達）、御用聞き（定期的

に電話をし発注促進と安否確認）、常備品箱

設置（箱に常備品を入れ定期的に補充）、買物

バスの試行、集会所等訪問ＰＲ（老人クラブ

の集会等に事業ＰＲを兼ねて訪問販売を試

行実施） 

 問合先：事務局 0565-82-2640 

（カリアンアサイチ） 

（いなぶのお買い物配達便） 
。 
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○足助中央商店街協同組合（豊田市）  

   満足を生む商店街 

 【課題】 

  ・当地区は、「香嵐渓」という紅葉の名所に隣接していることから、観光客を誘

客するためイベントを開催しているものの、毎年減少している。 

  ・人口減少や少子高齢化に伴い、顧客の減少、店主の高齢化、後継者や担い手の

不足及び必要店舗の不足が進み、賑わい不足となっている。特に若い人にとっ

て魅力的な店が不足しており、情報も不足し

ている。 

 【取組】 

  ・椙山女学園大学の学生と連携し、学生が町並

みをガイドする事業やＱＲコードを用いた

クイズ形式の重要伝統的建造物群保存地区

とお店を巡るスタンプラリーなどを実施し

若年層の顧客獲得につなげた。 

  ・ヘルスサポートリーダーによる健康づくり

講座を定期的に実施し、高齢者の居場所を提

供。                                       問合先：事務局 0565-62-0480 

 

 

○(株)安城スタイル、花ノ木商店街振興組合、朝日町商店街振興組合、
御幸商店街振興組合、本通り商店街振興組合、末広商店街振興組合、
日の出商店街振興組合（安城市）  

   安城のまちに賑わいを！ 

 【課題】 

  ・郊外の大型ショッピングセンターの進出や住民のライフスタイルの変化が重な

り、徐々に来街者が減少した。 

  ・ＪＲ安城駅を中心とした中心市街地商店街エリアのにぎわいを回復させ、来街

者を増加させることが求められる。 

 【取組】 

  ・安城市ゆかりの童話作家、新美南吉資源の活用（南吉ウォールペイント実施店

に作品情報を提示する看板を設置）。 

  ・安城の初代町長岡田菊次郎が居住していた古

民家を「まちのえき 岡菊苑」として市民の

憩いや交流の場として活用。 

  ・中心市街地拠点施設「アンフォーレ」からの

回遊を促し、来街者の増加に繋げるため、Ｊ

Ｒ安城駅周辺での歩行者天国イベント（ホ

コ天きーぼー市）を実施。 

 問合先：(株)安城スタイル 0566-73-9511 

（多くの家族連れで賑わうホコ天きーぼー市） 

（足助商店街スタンプラリー） 
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○本町発展会（西尾市） 

  「輝く本町」「誇りある本町」をもう一度 

【課題】 

  ・西尾市中心市街地はかつて「六万石城下町」の商業地として栄えたが、現在で

はアーケードは取り壊され、店舗数や通行量が激減するなど繁栄期の面影はな

くなってしまった。 

  ・本町発展会では、歩行者天国（城下町マーケット）の開催や情報誌の発行など、

西尾城下町という地域資源も活用したブランディングに取り組んできたが、開

催日には一定の集客はあるものの、通年において各商店の顧客が増えていると

は言い難く、イベントに訪れる若い年齢層をいかにして商店街の顧客としてい

くかが当面の課題となっている。 

 【取組】 

  ・三世代に長く愛される商店街を目指し、城

下町マーケットに子どもたちが楽しめるコ

ンテンツ（子どもの遊び場の設置、クリスマ

スビンゴ大会）を開催。 

  ・個店が賑わいのあった頃の商業者としての

誇りを取り戻し、商業スキルや売上を向上

させることを目的に、加盟店を対象に｢城下

町ゼミ｣を開催。 

 問合先：本町発展会 0563-54-3029  

 

○蒲郡商店街振興組合（蒲郡市）  

  食べる！見る！買う！蒲郡商店街 

 【課題】 

  ・近年の地場産業の衰退や、地域経済の停滞、郊外を中心とした大規模商業施設

やコンビニエンスストアの進出による売上の低迷により、厳しい状況に置かれ

ている。 

  ・店主の高齢化や後継者不足による空き店舗の増加により、市民の買い物ニーズ

に対して十分に応えることができない状態になりつつある。 

  ・一度訪れた人がまた足を運びたくなるような

商店街を目指す。 

 【取組】 

  ・商店街を歩行者天国にして行うテント市「福

寿稲荷ごりやく市（年６回開催）」を地域の学

生の日頃の取組の成果発表の場とするとと

もに、ボランティアとしての参加を促進（太

鼓演奏、落語寄席、タピオカドリンク屋台等） 

・空き店舗に出店した事業者に家賃補助を実施 

           問合先：蒲郡商店街振興組合 理事長 稲葉 謙 0533-68-2211 

（城下町マーケットでのクリスマスビンゴ

大会の様子） 

（福寿稲荷ごりやく市 会場の様子） 

。 

。 

 

○本町発展会（西尾市） 

  「輝く本町」「誇りある本町」をもう一度 

【課題】 

  ・西尾市中心市街地はかつて「六万石城下町」の商業地として栄えたが、現在で

はアーケードは取り壊され、店舗数や通行量が激減するなど繁栄期の面影はな

くなってしまった。 

  ・本町発展会では、歩行者天国（城下町マーケット）の開催や情報誌の発行など、

西尾城下町という地域資源も活用したブランディングに取り組んできたが、開

催日には一定の集客はあるものの、通年において各商店の顧客が増えていると

は言い難く、イベントに訪れる若い年齢層をいかにして商店街の顧客としてい

くかが当面の課題となっている。 

 【取組】 

  ・三世代に長く愛される商店街を目指し、城

下町マーケットに子どもたちが楽しめるコ

ンテンツ（子どもの遊び場の設置、クリスマ

スビンゴ大会）を開催。 

  ・個店が賑わいのあった頃の商業者としての

誇りを取り戻し、商業スキルや売上を向上

させることを目的に、加盟店を対象に｢城下

町ゼミ｣を開催。 

 問合先：本町発展会 0563-54-3029  

 

○蒲郡商店街振興組合（蒲郡市）  

  食べる！見る！買う！蒲郡商店街 

 【課題】 

  ・近年の地場産業の衰退や、地域経済の停滞、郊外を中心とした大規模商業施設

やコンビニエンスストアの進出による売上の低迷により、厳しい状況に置かれ

ている。 

  ・店主の高齢化や後継者不足による空き店舗の増加により、市民の買い物ニーズ

に対して十分に応えることができない状態になりつつある。 

  ・一度訪れた人がまた足を運びたくなるような

商店街を目指す。 

 【取組】 

  ・商店街を歩行者天国にして行うテント市「福

寿稲荷ごりやく市（年６回開催）」を地域の学

生の日頃の取組の成果発表の場とするとと

もに、ボランティアとしての参加を促進（太

鼓演奏、落語寄席、タピオカドリンク屋台等） 

・空き店舗に出店した事業者に家賃補助を実施 

           問合先：蒲郡商店街振興組合 理事長 稲葉 謙 0533-68-2211 

（城下町マーケットでのクリスマスビンゴ

大会の様子） 

（福寿稲荷ごりやく市 会場の様子） 

。 

。 
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○大府商工会議所（大府市） 

  「おかげさま」精神を持ち、店のファンづくりを経営の基幹とする個店を集めた商店街をつくる。 

 【課題】 

  ・商業の現状をみると事業所数は、平成 19 年度と平成 24 年度を比較すると 495

店から 391 店に減少しており、年々大府市の小売業（小規模商店）は衰退を続

けている。 

  ・意欲ある個店が力をつけ、且つ個店の魅力を創出し、お客と顔と顔を合わせる

「ふれ合い」を大切にすることで大型ショッピングセンターにない特長を出す

ことが求められる。 

 【取組】 

  ・スタンプラリーなどイベントによる交流を

重点とした一店逸品・逸サービス運動か

ら、消費者の目線でモノづくり・店づくり

を重点とした一店逸品・逸サービス運動へ

の転換。 

  ・地域資源を活用した共同で取り組む「健康

逸品」の開発。 

  ・ふれあいゼミナール（まちゼミ）や大府マ

ルシェ楽市・楽座、夏祭りなどの交流人口

を増やすためのイベントの企画・実施。 

 問合先：大府商工会議所 0562-47-5000 

 

 

○蟹江町商工会（蟹江町） 

  「こころの会話」を楽しめる街～蟹江町～ 

 【課題】 

  ・駅前を中心とした地域には、近年アパートやマンション、住宅が建設され、さ

らに名古屋市のベッドタウン化が進んでいる。 

  ・蟹江町に長年語り継がれてきた伝統や文化、

商業の町として栄えてきた歴史を今一度取

り戻せるよう、打上げ花火形式のイベントあ

りきではなく、真に地域が求める商店街の姿

が求められる。 

 【取組】 

  ・近鉄蟹江駅前通り商店街の弁天縁日イベント

を、隣接する蟹江小学校での町内会主催の盆

踊りと連携して実施。加盟店のＰＲ、イベン

ト後の波及効果を高めた。 

  ・若い世代が発展会を盛り上げ、積極的に事業 

に参加。                              問合先：蟹江町商工会 0567-95-1809 

（健康逸品 オリジナル化粧水） 

（弁天縁日の様子） 
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○東栄町商工会（東栄町） 

  近くへ・便利に―いきいき生活応援 

 【課題】 

  ・当地では、若者の流出による過疎化、近隣都市での大規模商業施設の立地や道

路網の整備などによる地元商店の集客力の低下に、過疎化による後継者不足が

加わり、商店数が減少の一途をたどっている。 

  ・高齢化に伴い、買い物に行くことができない高齢者が増えているため、買い物

弱者対策も必要となっている。 

 【取組】 

  ・東栄町商工会で移動販売車による地元商店が取り扱う商品の移動販売事業を実

施。 

  ・商工会、ショッピングセンター、町役場（住

民福祉課、経済課）により概ね１か月に１度

検討を行い、地域の要望に合わせた運行ルー

トの見直しや雨天時に宅配を行う等、買物弱

者支援に取り組んでいる。 

  ・また、通常 2人で行う移動販売を、試験的に

1人で行い経費削減に取り組む等、移動販売

事業の収益化に向けた取り組みも行ってい

る。                                 問合先：東栄町商工会 0536-76-0530 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（移動販売車による移動販売） 

「活性化モデル商店街」の取組事例の詳細については、以下の web ページからご覧 

になれます。 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogyo/machi-plan2021.html 
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（五十音順、敬称略）

（五十音順、敬称略）

 

（３）愛知県商店街活性化プラン策定委員会 

≪策定の経緯≫ 

  ○ 令和３年 ７月 ２日       第１回策定委員会 

  ○ 令和３年 ８月１７日       ワーキンググループ 

  ○ 令和３年１０月 ６日       第２回策定委員会 

  ○ 令和３年１１月 １日       パブリックコメントの実施 

～１１月３０日   

  ○ 令和４年 １月２１日       第３回策定委員会 

 

≪愛知県商店街活性化プラン策定委員会委員≫ 

氏 名 団体名等 役職 備考 

石 川 泰 三 愛知県中小企業団体中央会 専務理事  

伊 藤 雅 則 愛知県商工会連合会 専務理事  

今 野 直 明 中部経済産業局 産業部 流通・ｻｰﾋﾞｽ産業課長  

鵜 飼 宏 成 名古屋市立大学大学院 経済学研究科 教授 委員長

大 竹 正 芳 名古屋商工会議所 商務交流部長  

加 藤 健 二 商業アドバイザー   

冨安由紀子 名古屋学芸大学 メディア造形学部 教授  

後藤昭典 愛知県商店街振興組合連合会 指導部長  

西脇正倫  愛知学院大学 社会連携センター 顧問  

藤田まや 株式会社ナゴノダナバンク 代表取締役  

松川典靖  愛知県 経済産業局 中小企業部長  

渡邉宗徳  公益財団法人あいち産業振興機構 常務理事  

 

 

≪愛知県商店街活性化プランワーキンググループ委員≫ 

氏 名 団体名等 役職 備考 

鵜 飼 宏 成 名古屋市立大学大学院 経済学研究科 教授  

加 藤 健 二 商業アドバイザー   

冨安由紀子 名古屋学芸大学 メディア造形学部 教授  

後藤昭典 愛知県商店街振興組合連合会 指導部長  

西脇正倫  愛知学院大学 社会連携センター 顧問  

藤田まや  株式会社ナゴノダナバンク 代表取締役  

松川典靖  愛知県 経済産業局 中小企業部長 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ
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ああいいちち商商店店街街活活性性化化ププラランン 22002255  

～「『暮らし』の、『まち』の、あったらいいな」を実現する商店街への変革を目指して～ 
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